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厚
木
市
で
の
子
ど
も
の
医
療
費
の
無
償
化

は
、１
９
９
５
年
に
始
ま
り
ま
し
た
。
以
降
、

対
象
の
年
齢
を
順
次
拡
大
し
、
２
０
１
１
年

か
ら
中
学
生
ま
で
を
対
象
に
し
て
い
ま
す
。

市
で
は
、
さ
ら
な
る
子
育
て
世
帯
の
負
担
軽

減
や
子
育
て
環
境
の
充
実
に
向
け
、
対
象
年

齢
の
拡
大
の
検
討
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

９
月
下
旬
に
新
し
い
医
療
証
を
送
付

　

対
象
年
齢
の
拡
大
に
向
け
て
、
市
で
は
昨

年
10
月
に
保
護
者
３
０
０
０
人
を
対
象
に
ア

ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
ま
し
た
。
約
半
数
か
ら

回
答
が
あ
り
、
75
％
以
上
の
方
が
対
象
年
齢

の
拡
大
を
支
持
。
12
月
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
で
も
「
高
校
生
年
齢
ま
で
の
対
象
拡
大

を
う
れ
し
く
思
う
」「
も
っ
と
早
く
実
施
し

て
ほ
し
か
っ
た
」
な
ど
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
市
で
は
、
こ
れ
ら
の
結
果
を

踏
ま
え
対
象
年
齢
拡
大
の
方
針
を
決
定
。
市

議
会
で
の
議
決
を
経
て
、
10
月
か
ら
の
開
始

が
決
ま
り
ま
し
た
。

　

10
月
か
ら
新
た
に
無
償
化
の
対
象
と
な
る

子
ど
も
は
約
５
５
０
０
人
。
市
が
６
月
中
旬

に
送
る
申
請
書
な
ど
を
提
出
す
る
と
、
医
療

機
関
で
提
示
す
る
た
め
の
医
療
証
を
９
月
下

旬
に
郵
送
し
ま
す
（
左
欄
参
照
）。
中
学
生

ま
で
の
子
ど
も
が
い
て
、
既
に
制
度
の
対
象

と
な
っ
て
い
る
方
に
は
、
有
効
期
限
を
延
ば

し
た
医
療
証
を
同
時
期
に
送
り
ま
す
。

さ
ら
に
子
育
て
し
や
す
い
ま
ち
に

　

市
が
活
力
あ
る
ま
ち
で
在
り
続
け
る
に
は
、	

将
来
を
担
う
子
育
て
世
帯
が
厚
木
を
選
び
、

住
ん
で
も
ら
う
こ
と
が
必
要
で
す
。市
で
は
、

子
ど
も
の
医
療
費
の
無
償
化
だ
け
で
な
く
、

紙
お
む
つ
・
お
尻
拭
き
の
支
給
な
ど
で
子
育

て
世
帯
を
応
援
。
こ
れ
か
ら
も
、
誰
も
が
子

ど
も
を
育
て
や
す
い
ま
ち
を
つ
く
っ
て
い
き

ま
す
。

問
子
育
て
給
付
課
☎
225‒

２
２
３
０

10
月
か
ら
子
ど
も
の
医
療
費
助
成
の
対
象
年
齢
を
拡
大

 

中
学
生
ま
で
を
対
象
に
実
施
し
て
き
た
医
療
費
無
償
化
を
、
10
月
か
ら
18
歳
ま
で
に
拡
大
し
ま
す
。
新
た
に
制
度
の

対
象
と
な
る
方
に
は
、
医
療
証
を
受
け
取
る
た
め
の
申
請
書
を
６
月
中
旬
に
送
付
。
申
請
す
る
と
既
に
対
象
の
方
と
併

せ
、
９
月
下
旬
に
新
し
い
医
療
証
を
郵
送
し
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
、
子
ど
も
た
ち
と
子
育
て
世
帯
を
支
え
て
い
き
ま
す
。

Zoom Up

子どもたちが毎日を笑顔で過ごせるように

医
療
費
が
18
歳
ま
で
無
料
に

■接種対象（令和5年春開始接種）
　初回接種（1・2回目）を終え、最終接種
日から3カ月経過した①65歳以上②基礎疾
患がある、または重症化リスクが高いと医
師が認める5～64歳③医療従事者、高齢者・
障害者施設の従事者―のいずれかに該当す
る方（②③は接種券の申請が必要。昨年度
申請した方は不要）

■接種場所
　《個別》市内約55医療機関	 《集団》保健福祉センター

■接種期間（1回接種）
　《個別》8月31日まで	 《集団》6月30日まで（週3日実施）
■ワクチンの種類
　《個別》 ファイザーBA.1・4-5	《集団》モデルナBA.4-5	 	

モデルナBA.4-5

■予約方法
　接種券に同封するチラシに記載

　接種の対象で希望する方は
予約をお願いします。新型コロナウイルス

ワクチン接種情報【新たに対象となる方】医療証の申請方法

子どもの医療費助成
18歳まで拡大の概要

　助成を受けるには、受診した医療機関で医
療証と健康保険証の提示が必要です。10月以
降対象となる方には、市が6月中旬に申請書
などを郵送します。

【対象年齢】
　18歳（誕生日以降最初の3月31日）まで

【所得制限】なし　　【一部自己負担】なし
【助成対象】健康保険適用医療費の自己負担分
【申請手続き】
　◆既に助成を受けている方
　　	▶▶▶なし（有効期間を18歳
までに延長した医療証を9月
下旬に郵送。10月以降、現
在お持ちの医療証は廃棄し
てください）

　◆新たに対象となる方
　　▶▶▶あり（下欄参照）

①申請書の提出
　申請書・子どもの健康保険証の写しを、直
接または郵送で子育て給付課へ。
②書類の審査
③医療証の送付
　9月下旬に、
10月以降使える
医療証（右）を
郵送します。
④�10月以降に新
しい医療証を
使用

詳細は
市HPに掲載

個別接種実施
医療機関 予約サイト

基礎疾患・
医療従事者
などの
接種券申請

※情報は5月17日時点※情報は5月17日時点

問ワクチン接種コールセンター☎0570-054-666
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※1  「子」の表記を記載

新しい医療証のイメージ

※2   対象年齢拡大後の
日付を記載

※2

※1


